
上記の事項につきましては、法令および定款第15条の規定に基づ

き、当社ウェブサイト（http://www.musashi.co.jp/ir/library/

shareholder_materials/）に掲載することにより株主の皆様に提

供しております。

第95回定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

新 株 予 約 権 等 の 状 況

会 計 監 査 人 の 状 況

業務の適正を確保するための体制

及び当該体制の運用状況の概要

連結計算書類の連結注記表

計算書類の個別注記表
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）



新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

該当事項はありません。

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 55百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

55百万円

会計監査人の状況

① 名称 EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

(注)１．当社の子会社については、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分することができませんので、当事業年

度に係る会計監査人の報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載

しております。

３．監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受

け、会計監査人の従前の会計監査実績等を確認し、当事業年度の会計監査人の監査計画の内容

及び報酬見積りの算出根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399

条第１項の同意を行っております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会

計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨

と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

●内部統制システム整備に関する基本方針

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり取締役会で

基本方針を決議しております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保するための体制

・コンプライアンスの推進を担当する役員を任命し、体系的な取り組みを行う体

制整備を図る。

・企業倫理やコンプライアンスに関する事項を審議する委員会を設置する。

・当社グループの社員一人ひとりが、お客様や社会とのかかわりの中で守るべき

共有の行動規範として「わたしたちのコンプライアンス」を明文化し、その周

知徹底を図る。

・企業倫理に関する問題について提案を受け付ける窓口を設置する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・文書管理規程に基づいて、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を適切

に保存管理するなど情報管理の体制整備を図る。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスクマネジメントの推進を担当する役員を任命し、体系的な取り組みを行う

リスクマネジメントの体制整備を図る。

・「危機管理規程」を定め、事業活動におけるリスクについて各部門が予防・対

策に努めるほか、大規模災害、伝染病の流行などの全社レベルの危機管理及び

その対応を行う 。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会がＣｈｉｅｆ Ｏｆｆｉｃｅｒ制を主体としたグローバルな業務執行

を監督する体制の整備を図る。

・地域事業と各種執行機能において、それぞれの地域や現場に応じた、迅速かつ

最適な経営判断を行うとともに、効率的、効果的な業務運営を行う。

・経営会議は、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項につい

て審議する。
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・ＧＴＭ（グローバル・トップ・ミーティング）を設置し、グループ方針の共有

化及び経営計画実現のための課題抽出及びその対応を協議し、グループ会社と

しての業務執行の最適性及び効率性の向上を図る。

⑤ 会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制

・当社グループ会社各社の適正な業務の遂行を図るために関係会社管理規程を整

備し、関係会社管理規程に従ってグループ会社各社の管理を行い、グループ会

社各社から報告を受ける。

・当社グループ会社各社は、チェックリストに基づく定期的な自己検証を実施す

る。

・独立した内部監査部門である業務監査室が、各部門の業務遂行状況についての

監査を行うほか、各地域や子会社・関連会社における内部監査の充実に努め

る。

・業務監査室は、内部監査の結果を被監査部門・被監査会社に通知し、指摘事項

に対する改善策の立案を求め、改善策の進捗状況を定期的に確認するととも

に、取締役会に適宜状況を報告する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取

締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役（以下「監査等委

員」）を除く）からの独立性に関する事項

・内部監査部門に監査等委員会の職務の補助業務にあたらせ、内部監査部門の独

立性を確保しながら、監査等委員会との連携を深めつつ効率的、実効的監査体

制の確立に資する。

⑦ 取締役（監査等委員を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体

制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員会に対して、当社や子会社などの営業の状況、コンプライアンスや

リスクマネジメントなどの内部統制システムの整備及び運用の状況などを定期

的に報告するほか、会社に重大な影響を及ぼす事項がある場合には、これを報

告することとする。

・監査等委員は、取締役（監査等委員を除く）又は使用人から得た情報につい

て、第三者に対する報告義務を負わないとともに、当該報告をした使用人の異

動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役（監査等委員を除く）にその理由の

開示を求めることができる。
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⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査体制の構築及びその監査環境整備を行い、監査の実効性を高める。監査等

委員会と内部監査部門である業務監査室が緊密に連携して、当社や子会社など

の業務監査を実施するほか、監査等委員は経営会議その他の重要な会議に出席

する。

・監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の

償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務

の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じ

る。

●内部統制システムの運用状況

当事業年度における、業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主な

ものは、次のとおりです。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保するための体制

・コンプライアンスに関する取り組みを推進するコンプライアンスオフィサーを

任命し、内部統制委員会を設置して企業倫理やコンプライアンスに関する事項

について審議しています。

・行動規範「わたしたちのコンプライアンス」に基づいたコンプライアンス研修

を、全従業員を対象に実施し、企業倫理の向上を図っています。

・内部通報窓口である、ムサシ企業倫理提案窓口で、企業倫理やコンプライアン

スに関する問題の提案を受け付けています。会社内部の窓口のほか、社外弁護

士窓口と監査等委員窓口も置き、より提案しやすい環境とすることで本制度の

実効性を高めています。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・文書管理規程に文書の管理や保存期間について定め、情報を保存管理していま

す。

・取締役の職務の執行にかかる情報についても、文書管理規程に基づき保存期間

を定め、機密管理規程に基づき機密等級を表示するなど、適切に管理していま

す。

・社内文書の管理及び機密保持に関する規程を定期的に見直し、業務に関する情

報の適切な管理を推進しております。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスクマネジメントに関する取り組みを推進するリスクマネジメントオフィサ

ーを任命し、ＢＣＰ委員会を設置して事業継続上のリスクと対応について審議

するとともに、事業継続計画(ＢＣＰ)の策定などを行っています。

・最大リスクと想定される大規模地震に対するＢＣＰ訓練を継続的に実施してい

ます。

・危機管理規程に基づき、業務上のリスクおよび事業継続上のリスクを把握し、

その予防と早期対応に努めています。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会において、取締役の職務分担及び執行役員の任命を行い、業務の効率

的な運営を図っています。また、グループ全体としての経営戦略や中長期的な

経営計画を積極的に議論し、企業価値の向上を図っています。

・監査等委員会設置会社として、定款規定に基づき、取締役会決議により重要な

業務執行の一部を経営会議に権限委譲し、効率的で機動的な経営の意思決定を

行っています。

・業務執行については、執行役員の明確な執行責任のもとで、機動的に実行して

います。

・グループ会社各社と方針を共有し、事業計画を実現するため、課題等について

協議するGTM(グローバル・トップ・ミーティング)を開催するとともに、基幹

システムの刷新を中心とするグローバルプラットフォームの拡充により、グル

ープ全体の業務執行の最適化ならびに効率化を図っています。

⑤ 会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制

・取締役会は、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、当社グループ

の体制構築と運用状況を監督しています。

・グループ会社から本社への報告事項等を定めた関係会社管理規程を制定し、グ

ループ会社の管理を行っています。

・グループ全体の効率的な運営と統合的な管理に資することを目的として策定し

た共通ルール（グローバルポリシー）の運用の定着に努めています。

・グループ会社各社が、業務の中で遵守する法令や配慮するリスクについて、チ

ェックリストを使った自己検証を定期的に行い、その結果からグループ全体で

取り組むべき課題について、内部統制委員会で審議しています。
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・内部監査部門である業務監査室が、社内の各部門及びグループ会社を定期的に

監査しています。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取

締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役（以下「監査等委

員」）を除く）からの独立性に関する事項

・業務執行部門から独立した業務監査室が監査等委員会を補助し、監査機能の強

化を図っています。業務監査室は他の業務執行部門から独立した部署であり、

監査等委員会を補助する業務においては、監査等委員会の指示に従っていま

す。

⑦ 取締役（監査等委員を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体

制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員会が監査に必要な情報を得ることができるよう、内部監査部門、内

部統制部門及びその他の業務部門が定期的に監査等委員会に報告しています。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は定期的に行う監査以外にも、当社を取り巻く状況の把握に努

め、業務監査室との連携や監査等委員同士の情報交換の機会を設けるなど、監

査の実効性向上のための環境整備を行っています。

・監査等委員は経営会議その他の重要な会議に出席し業務執行の状況を把握して

います。また、取締役会においては監督・監査の視点から積極的に意見を述

べ、取締役会の監督機能の強化を図っています。

・業務監査室の監査に同席するなど、業務監査室と連携して監査を行っていま

す。
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連　結　注　記　表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

１) 連結子会社の状況

①　連結子会社の数　　　　　　　35社

②　主要な連結子会社の名称

九州武蔵精密株式会社

武蔵キャスティング株式会社

Musashi AI株式会社

武蔵エナジーソリューションズ株式会社

ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド

ムサシオートパーツカンパニー・リミテッド

ピーティー・ムサシオートパーツインドネシア

ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド

ムサシドブラジル・リミターダ

ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド

ムサシダアマゾニア・リミターダ

ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド

武蔵精密汽車零部件（中山）有限公司

ムサシオートパーツベトナムカンパニー・リミテッド

ムサシオートパーツメキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ

武蔵精密汽車零部件（南通）有限公司

武蔵汽車零部件（天津）有限公司

ムサシホールディングスヨーロッパ・ゲーエムベーハー

ムサシヨーロッパ・ゲーエムベーハー

ムサシボッケナウ・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー

ムサシバートゾーベルンハイム・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー

ムサシリュッホ・ゲーエムベーハー

ムサシグロルスハイム・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー

ムサシハンミュンデンホールディング・ゲーエムベーハー

ムサシハンミュンデンマシニング・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー

ムサシライネフェルデマシニング・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー

ムサシライネフェルデフォージング・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー

ムサシハンガリーヘヴェシュ・カーエフテー

ムサシスペインビジャルバ・エスエル

634AI・リミテッド
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③　連結範囲の変更

新たに株式を取得した634AI・リミテッドを連結の範囲に含めております。

２) 非連結子会社の状況

①　主要な非連結子会社の名称

ムサシオートパーツユーケー・リミテッド

②　連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は､ 合計の総資産､ 売上高､ 当期純損益及び利益剰余金等が、いずれも

連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

１) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

①　持分法適用の非連結子会社及び関連会社数　　　　　　　１社

②　主要な関連会社の名称

株式会社Waphyto

③　持分法の適用範囲の変更

株式会社Waphytoの当社グループにおける重要性が増したため、当連結会計年度より

持分法適用の範囲に含めております。

２) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

①　主要な非連結子会社の名称

ムサシオートパーツユーケー・リミテッド

②　持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要な影響を及ぼしていないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち24社の決算日は12月31日であります。これら24社は、連結決算日に仮決

算を実施して連結しております。

(4) 会計方針に関する事項

１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ．　子会社株式

移動平均法による原価法

ロ．　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算定)

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②　デリバティブ

時価法
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③　棚卸資産

当社及び連結子会社は､ 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりますが、一部在外

連結子会社については、先入先出法又は総平均法による低価法を採用しております。

２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 20～50年

機械装置及び運搬具 ５～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

但し、自社利用のソフトウエアは、社内における利用可能期間（主に５年）に基づく

定額法を採用しております。

また、顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間（５～11年）に基づく定額法を

採用しております。

③　リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④　使用権資産

リース期間または当該資産の耐用年数のうち、いずれか短い方の期間を耐用年数と

し、残存価額を零として算定する方法を採用しております。

３) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため､ 一般債権については、貸倒実績率による計算

額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

②　賞与引当金

当社及び一部の連結子会社は､ 従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見

込額に基づき計上しております。

③　役員賞与引当金

当社及び一部の連結子会社は､ 役員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込

額に基づき計上しております。

④　製品保証引当金

製品保証費の支出に備えるため､ 保証費の発生見込額を計上しております。
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４) 収益及び費用の計上基準

当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社グループは、主として自動車部品等を生産・販売しております。主に完成した製

品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、原則として、約束した財又は

サービスの支配が移転した時点で、履行義務が充足されると判断し、当該時点で当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。収益は、

返品、及びリベートを差し引いた純額で測定しております。

５) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

６) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を充たしているデリバティブ取引については、繰延ヘッジ処理を採

用しております。ただし、振当処理の要件を充たしている為替予約取引及び通貨スワッ

プ取引については振当処理を、特例処理の要件を充たしている金利スワップ取引につい

ては特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引

ヘッジ対象 外貨建借入金及び外貨建営業債権債務

③　ヘッジ方針

外貨建債権及び外貨建債務の為替変動リスクを回避することを目的とし、為替予約取

引及び通貨スワップ取引を利用しております。また、借入金の金利変動リスクを回避す

ることを目的とし、金利スワップ取引を利用しております。

これらのデリバティブ取引は、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、

為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために行っており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計または相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ

有効性を評価しております。

なお、特例処理を採用している金利スワップについては、有効性の評価を省略してお

ります。
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７) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　退職給付に係る会計処理の方法

イ.　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ.　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主

に14年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（主に14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理しております。

②　のれんの償却方法及び償却期間

５～15年の定額法により償却しております。

③　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

３．会計方針の変更

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価

算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19

項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来

にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書類に与える影響は軽微であり

ます。また、この変更に伴い「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベ

ルごとの内訳等に関する事項の注記を行っております。

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認

識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービス

の支配が移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識することといたしました。

これにより、顧客から製造のために使用する原材料等の支給を受け、加工を行ったうえ

で売り戻す取引（有償受給取引）については、従来は原材料等の価格を含めた総額で収益

を認識しておりましたが、売り戻し義務がある一部の原材料等の仕入価格を除いた純額で

収益を認識することといたしました。

また、取引先に対し原材料等を支給し、外注加工を受けた後に買い戻す取引（有償支給

取引）については、従来は支給時点で棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当該取引

において買い戻す義務を負っていることから、当連結会計年度において、取引先で保有す

る当該原材料等について棚卸資産として、債務を流動負債として認識いたしました。
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当連結会計年度

有形固定資産 25,050

無形固定資産 3,768

また、当社及び当社の国内連結子会社において、輸出取引における収益認識は、主に船

積時に収益を認識しておりましたが、インボイスに記載のインコタームズ等で定められた

貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に、収益を認識することといたしまし

た。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し

た場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高か

ら新たな会計方針を適用しております。ただし収益認識会計基準第86項に定める方法を適

用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の

額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当連結会計年度の売上高が236百万円、売上原価が236百万円減少しており、

棚卸資産が67百万円、流動負債が67百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首

残高への影響は軽微であります。

４．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出し

ております。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののう

ち、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりで

あります。

(1) 欧州地域の固定資産の減損

１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した欧州地域の固定資産の金額

（百万円）

２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

在外子会社における固定資産については、国際財務報告基準に基づき、固定資産が減

損している可能性を示す兆候があるか否かを評価した上で、保有する資産グループに減

損の兆候がある場合に減損テストを実施し、その結果、減損損失の認識が必要と判定さ

れた場合に減損テストを実施し、その結果減損損失の認識が必要と判定された場合、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。な

お、回収可能価額は主として将来キャッシュ・フローの割引現在価値による使用価値に

よっております。

なお、当期より、欧州地域全体を一つとした戦略的な単位とした事業運営がなされて

いることから、 欧州地域グループ子会社全体を資産グループとして固定資産の減損の検

討を行っています。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 230,597百万円

会 社 名 保 証 残 高
株  式  会  社  W a p h y t o 200百万円

計 200百万円

当連結会計年度においては、欧州地域グループの固定資産が減損している可能性を示

す兆候があるか否かを評価した結果、当該資産グループの使用価値がその帳簿価額を上

回っていることから、減損損失を認識していません。

②　主要な仮定

将来キャッシュ・フローは、将来の事業計画に基づき計算しています。将来の事業計

画には、製品の販売数量、販売価格、売上原価率及び事業の成長率並びに割引率等が主

要な仮定として含まれております。

③　翌年度の連結計算書類に与える影響

翌年度の経営環境が大きく変化したことにより、製品の販売数量、販売価格等の当年

度に用いた主要な仮定が大きく変動した場合には、減損処理を行うリスクがあります。

(2) 市場価格のない株式の評価

１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した市場価格のない株式の金額

投資有価証券4,067百万円

２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

当社は、市場価格のない株式について、取得価額をもって貸借対照表価額とし、実質

価額が著しく低下した場合には減損処理の要否を検討しています。なお、投資先企業の

超過収益力を反映して投資先企業の１株当たり純資産額に比べて相当高い価額で株式を

取得することもあります。

実質価額が著しく低下している場合で、かつ超過収益力が見込めなくなったと判断す

る場合には、減損処理を行うこととしています。

②　主要な仮定

投資先の将来の事業計画には、市場価格のない株式の実質価額の算定に利用される研

究開発等の進捗や成果達成時期が主要な仮定として含まれております。

③　翌年度の連結計算書類に与える影響

市場価格のない株式については、投資先の研究開発実績や販売実績が投資時の計画を

下回り、実質価額が著しく低下した場合には、減損処理を行う可能性はあります。

５．連結貸借対照表に関する注記

(2) 偶発債務

保証債務

関係会社の金融機関からの借入等に対し、次のとおり保証を行っております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 65,258千株 29千株 －千株 65,287千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 17,558株 6,586株 －株 24,144株

・配当金の総額 1,957百万円

・１株当たり配当金額 30円

・基準日 2021年３月31日

・効力発生日 2021年６月23日

・配当金の総額 978百万円

・１株当たり配当金額 15円

・基準日 2021年９月30日

・効力発生日 2021年11月30日

・配当金の総額 1,957百万円

・１株当たり配当金額 30円

・基準日 2022年３月31日

・効力発生日 2022年６月24日

・配当の原資 利益剰余金

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

（注）普通株式の株式数の増加の内訳は次の通りです。

・譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加：29千株

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）普通株式の株式数の増加の内訳は次の通りです。

・単元未満株式の買取りによる増加：28株

・譲渡制限付株式報酬の権利失効による増加：6,558株

(3) 剰余金の配当に関する事項

１) 配当金支払額等

①　2021年６月22日開催の第94回定時株主総会決議による配当に関する事項

②　2021年11月４日開催の取締役会決議による配当に関する事項

２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

2022年６月23日開催の第95回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
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連結貸借対照表
計上額

時　　価 差　　額

(１) 投資有価証券（＊２） 8,515 8,685 169

資産計 8,515 8,685 169

(２) 長期借入金（＊３） 54,202 54,370 168

負債計 54,202 54,370 168

 (３) デリバティブ取引（＊４） 5,658 5,658 －

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式等 4,067

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主として銀行等金融機関からの借入や社債発行により必要な資金を調達

しております。一時的な余資の運用については短期的な預金等に限定しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程に沿ってリスク低減を図っ

ております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに

時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、外貨の借入金の為替変動リスクに対し

ては為替予約及び通貨スワップを、金利変動リスクに対しては金利スワップを利用すること

としております。なお、デリバティブ取引は社内ルールに従い、実需の範囲で行うこととし

ております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

（単位：百万円）

（＊１）「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入

金」、「未払金」、「未払費用」、および「未払法人税等」については、短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（＊２）市場価格のない株式等は、「（１）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融

商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（＊３）１年以内に期限が到来する長期借入金を含めております。

（＊４）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 （3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 8,183 8,183

転換社債型新株予約権付社

債（＊１）
501 501

デリバティブ取引

金利通貨関連 5,658 5,658

資産計 8,183 5,658 501 14,344

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 54,370 54,370

負債計 54,370 54,370

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価の算

定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順

位が も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（＊１）持分法適用に伴う負債との相殺の要件を満たすことから、投資有価証券と持分法適用に

伴う負債を相殺し、連結貸借対照表に純額で表示しております。相殺している金額は、169

百万円となります。

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注1）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

転換社債型新株予約権付社債は、割引後将来キャッシュ・フローに基づく期待値法を

用いて算定しており、レベル３の時価に分類しております。なお、将来キャッシュ・フ

ローの前提となる事象については、株式転換、満期償還を含む複数のシナリオを想定し

ております。

－ 17 －



（単位：百万円）

日本 米州 アジア 中国 欧州 合計

本田技研工業株式会社

及びその関係会社
20,624 36,764 41,550 21,303 1 120,244

その他グローバルカスタマー 13,653 14,587 14,771 11,856 66,782 121,651

外部顧客への売上高 34,277 51,352 56,322 33,160 66,783 241,896

(1) １株当たり純資産額 1,541円26銭

(2) １株当たり当期純利益 83円20銭

デリバティブ取引

店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引先金融機関から提示さ

れた価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を当該借入金の残存期間及び信用リス

クを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。

なお、金利が一定期間ごとに更改される条件のものは、時価が帳簿価額にほぼ等しい

と言えることから、当該帳簿価額によっております。

８．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は「２．連結計算書類作成のための基本となる重要

な事項に関する注記　(4) 会計方針に関する事項　４) 収益及び費用の計上基準」に記載の通

りであります。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

　　該当事項はありません。
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個　別　注　記　表
１．継続企業の前提に関する事項

該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

１) 子会社株式

　　移動平均法による原価法

２) その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は主として移動平均法により算定)

・市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

　　時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

１) 製品・仕掛品・原材料

　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

　ただし、売却目的の購入機械及び自社製作機械は個別法による原価法

２) 金型貯蔵品

　　個別法による原価法

３) その他の貯蔵品

　　 終仕入原価法による原価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

１) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　定額法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　31～47年

機械及び装置　９年

２) 無形固定資産（リース資産を除く）

① 自社利用のソフトウエア

　 社内における利用可能期間 (５年) に基づく定額法

② その他の無形固定資産

　 定額法

３) リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(5) 引当金の計上基準

１）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため､ 一般債権については貸倒実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

２）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に備えて､ 支給見込額に基づき計上しております。

３）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に備えて､ 支給見込額に基づき計上しております。

４）製品保証引当金

　製品保証費の支出に備えるため、保証費の発生見込額を計上しております。

５）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため､ 当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）

による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。

(6) 収益及び費用の計上基準

当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社グループは、主として自動車部品等を生産・販売しております。主に完成した製品

を顧客に納入することを履行義務として識別しており、原則として、約束した財又はサー

ビスの支配が移転した時点で、履行義務が充足されると判断し、当該時点で当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。収益は、返品、及

びリベートを差し引いた純額で測定しております。

(7) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。
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(8) ヘッジ会計の方法

１）ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を充たしているデリバティブ取引については、繰延ヘッジ処理を採用

しております。ただし、振当処理の要件を充たしている為替予約取引及び通貨スワップ取

引については振当処理を、特例処理の要件を充たしている金利スワップ取引については、

特例処理を採用しております。

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引

ヘッジ対象 外貨建借入金及び外貨建営業債権債務

３）ヘッジ方針

外貨建債権及び外貨建債務の為替変動リスクを回避することを目的とし、為替予約取引

及び通貨スワップ取引を利用しております。また、借入金の金利変動リスクを回避するこ

とを目的とし、金利スワップ取引を利用しております。

これらのデリバティブ取引は、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、為

替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために行っており、投機的な取引は行わない

方針であります。

４）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計または相場変動を比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効

性を評価しております。

なお、特例処理を採用している金利スワップについては、有効性の評価を省略しており

ます。

(9) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

１）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

３．会計方針の変更

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従

って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしま

した。なお、計算書類に与える影響は軽微であります。また、この変更に伴い「金融商品に関す

る注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行っておりま

す。
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（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認

識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支

配が移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認

識することといたしました。

これにより、顧客から製造のために使用する原材料等の支給を受け、加工を行ったうえ

で売り戻す取引（有償受給取引）については、従来は原材料等の価格を含めた総額で収益

を認識しておりましたが、売り戻し義務がある一部の原材料等の仕入価格を除いた純額で

収益を認識することといたしました。

また、取引先に対し原材料等を支給し、外注加工を受けた後に買い戻す取引（有償支給

取引）については、従来は支給時点で棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当該取引

において買い戻す義務を負っていることから、当事業年度において、取引先で保有する当

該原材料等について棚卸資産として、債務を流動負債として認識いたしました。

また、当社及び当社の国内連結子会社において、輸出取引における収益認識は、主に船

積時に収益を認識しておりましたが、インボイスに記載のインコタームズ等で定められた

貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に、収益を認識することといたしまし

た。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場

合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな

会計方針を適用しております。ただし収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当

事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した

契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当事業年度の売上高が236百万円、売上原価が236百万円減少しており、棚卸

資産が67百万円、流動負債が67百万円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高

への影響は軽微であります。

４．会計上の見積りに関する注記

(1) 市場価格のない株式の評価

１）当事業年度の計算書類に計上した市場価格のない株式の金額

投資有価証券3,126百万円

２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表の「４．会計上の見積りに関する注記(2)市場価格のない株式の評価２）

識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一でありま

す。
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(1) 関係会社に対する債権債務 短期金銭債権

長期金銭債権

11,113百万円

4,040百万円

短期金銭債務

長期金銭債務

2,784百万円

6,500百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 41,021百万円

会 社 名 保 証 残 高

ム サ シ ヨ ー ロ ッ パ ・ ゲ ー エ ム ベ ー ハ ー 28,707百万円

武 蔵 汽 車 零 部 件 （ 天 津 ） 有 限 公 司 3,114百万円

ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド 2,692百万円

ムサシオートパーツメキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ 1,591百万円

ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド 64百万円

ム サ シ ダ ア マ ゾ ニ ア ・ リ ミ タ ー ダ 6百万円

株 式 会 社 W a p h y t o 200百万円

計 36,375百万円

関係会社との取引 売上高 41,921百万円

仕入高 15,181百万円

営業取引以外の取引高 2,617百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 17,558株 6,586株 －株 24,144株

５．貸借対照表に関する注記

(3) 偶発債務

保証債務

関係会社の金融機関からの借入等に対し、次のとおり保証を行っております。

６．損益計算書に関する注記

７．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

（注）普通株式の株式数の増加の内訳は次の通りです。

・単元未満株式の買取りによる増加：28株

・譲渡制限付株式報酬の権利失効による増加：6,558株
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繰延税金資産 未払事業税 40百万円

賞与引当金 284

役員賞与引当金 4

社会保険未払 45

棚卸資産評価損 287

減価償却費限度超過 99

退職給付引当金 126

役員退職慰労未払金 21

投資有価証券評価損 114

関係会社株式評価損 6,180

貸倒引当金 10

子会社株式取得費用 28

その他 89

繰延税金資産小計 7,334

評価性引当金 △6,355

繰延税金資産合計 978

繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △1,611

その他 △26

繰延税金負債合計 △1,637

繰延税金資産（負債）の純額 △659

属 性
会 社 等 の
名 称

議決権等の
被所有割合
（％）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取 引 金 額
（百万円）
（注）２

科 目
期 末 残 高
（百万円）
（注）２

そ の 他 の
関 係 会 社

本田技研工業
株 式 会 社

25.1 当社製品の販売
製品等の販売
（注）１

18,553 売 掛 金 2,284

８．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注）１. 販売価格の決定方法は、経済合理性に基づき市場価格及び当社の生産技術などを勘案

して見積書を作成し、それを提出のうえ、価格交渉を行い決定しております。

２. 取引金額には消費税等を含めておりませんが、期末残高には消費税等を含めておりま

す。
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属 性 会社等の名称
議決権等の
所有割合
（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（百万円）
（注）4

科 目
期末残高

（百万円）
（注）4

子 会 社
九州武蔵精密
株 式 会 社

100.0
製 品 の 仕 入
及び役員等の兼任

製品の仕入
( 注 ） 1

9,201 買 掛 金 2,006

子 会 社
武蔵エナジーソリ
ュ ー シ ョ ン ズ
株 式 会 社

80.0
資金の貸付及び役
員 等 の 兼 務

利 息 の 受 取
（ 注 ） 3

6 短期貸付金 2,290

子 会 社
ムサシオートパー
ツミシガン・イン
コーポレーテッド

89.5
債 務 保 証
及び役員等の兼任

債務保証の引受
( 注 ） 2

2,692 － －

子 会 社
ムサシオートパーツカン
パニー・リミテッド

82.3
資金の借入及び役
員 等 の 兼 任

利 息 の 支 払
（ 注 ） ３

23 長期借入金 6,000

子 会 社
武蔵精密汽車零部件
（ 中 山 ） 有 限 公 司

100.0
当 社 製 品 の 販 売
及び役員等の兼任

製 品 の 販 売
( 注 ） 1

5,635 売 掛 金 1,036

子 会 社
ムサシオートパーツメ
キシコ・エス・エー・
デ ・ シ ー ・ ブ イ

100.0
資 金 の 貸 付 、
債務保証の引受け
及び役員等の兼任

利 息 の 受 取
( 注 ） 3

62
関係会社長
期 貸 付 金

2,753

債務保証の引受
( 注 ） 2

1,591 － －

子 会 社

ムサシヨーロ

ッパ・ゲーエ

ム ベ ー ハ ー

80.0
債 務 保 証
及び役員等の兼任

債務保証の引受
（ 注 ） 2

28,707 － －

保 証 料 の 受 取
（ 注 ） 2

613 － －

子 会 社
武蔵汽車零部件（天

津 ） 有 限 公 司
間接
80.0

債 務 保 証
及び役員等の兼任

債務保証の引受
（ 注 ） 2

3,114 － －

(1) １株当たり純資産額 632円94銭

(2) １株当たり当期純利益 63円30銭

(2) 子会社等

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注）１. 価格等の取引条件については、子会社との基本契約に基づき、市場実勢を勘案した上

で決定しております。

２. 債務保証の引受については、各社の金融機関からの借入に対して行ったものであり､ 

保証料は受領しておりません。ただし、ムサシヨーロッパ･ゲーエムベーハーについ

ては、保証料を受領しております。

３. 資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま

す。

４. 取引金額には消費税等を含めておりませんが、期末残高には消費税等を含めておりま

す。

10．収益認識に関する注記

連結注記表の「８．収益認識に関する注記」の内容と同一であります。

11．１株当たり情報に関する注記

12．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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